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       ⑤ に する  

       ⑥ は  

  のうちには、 のいずれか びその その の がある の  
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22 の ) 

が の に し、 に すべき ╩ した において、その
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27 の  

 は、 ╩ し、 びこの に めるところにより、 ╩ する。 

 は、 びこの に めるところにより、 ╩ しその ╩ し、
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32 の は  

 は、 の
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 この の は、 による。 

 やむ╩ ない により、 によることができない は、 に する

による。 
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